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.陳情の趣旨

2013年 度の神奈川県最低賃金の諮問・改定に関して、次の事項に

ついて、国に対 して意見書を提出されますよう陳情いたします。

(1)神奈川県最低賃金の諮問・改定を早期に行 うこと。

(2)地域別最低賃金の改定にあたつては、 2009年 度の神奈川地方最低賃

金審議会で公労使が結審 した神奈川の「生活保護 との整合性」を図る観

点から、生活保護 との乖離解消を本年度で実現すること。

<補足>
昨年度は乖離解消年であったが、生活保護水準の大幅な引き上げに伴い、

予定解消年数に 1年を加えるとの見直 しを図つた経緯 となっています。

(3)特定 (産業別)最低賃金の改定にあたつては、法が定める以下の役割等

が果たされるよう、その趣旨および内容の周知徹底を強化されること。

①当該産業の労働条件の向上または事業の公正競争の確保の観点から、

地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を必要と認め、関係労使

のイニシアチブにより設定するものであること。

②上記の位置づけを踏まえ、地方最低賃金審議会における「必要性審議」

にあたつては、従来の本審での審議だけでなく、当該産業の労使が入

つた場 (専門部会等)も含めた審議方法も含め、どちらかの審議方法

を適用するかについて、地方最低賃金審議会で決定すること。
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2.陳情の理由

我が国における働く者の雇用と生活は、所得の低迷や格差拡大などに歯止め

がかかつておらず、非正規労働者は全雇用労働者の35%を上回り、年収 20
0万円以下で働くワーキングプアは1100万人近くに及んでいます。

また、非正規労働者には、自ら生計を維持している労働者層も拡大しており、

地域別最低賃金制度における「すべての労働者についての賃金の最低限を保障

するセーフティネット」の役害1は、ますます重要になってきています。

このような中、生活保護基準を2013年度から3カ年で6.5%の大幅引

下げを含む同年度一般会計予算が編成されました。

2013年度の地域別最低賃金の改定にあたつては、2007年施行の改正

最低賃金法および2010年 の雇用戦略対話合意の見直しにあたつても、適切

な対応を求め、生活保護基準の引き下げが他の制度に波及し「貧困の連鎖」を

引き起こさないようにしなければなりません。

一方、特定 (産業別)最低賃金は、セーフティネットである地域別最低賃金

と別の役割を果たす位置づけとして、当該産業の労働条件の向上または事業の

公正競争の確保の観′点から、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を必

要と認め、関係労使のイニシアチブにより設定するものであり、かつ、地方最

低賃金審議会での審議は、労使協議を補完・代替する役割を担っています。

しかしながら、近年、地域別最低賃金の上昇もあり、結果として、すべての

産業における特定最低賃金の改定にあたつての必要性審議において「必要性あ

り」には至らないケースが発生しています。

2013年度の特定 (産業別)最低賃金の改定にあたつては、その役割を果

たすために、制度の正しい理解のもと、当該産業の労使のイニシアチブを最大

限尊重した「必要性審議」が行われることが重要であると考えます。

以上の観点から、貴議会におかれましては、本陳情の趣旨をご理解の上、国

に意見書を提出されますようお願いいたします。

以 上


